
指定給水装置工事事業者の指定等に関する取扱要綱 

 

（制定平成22年２月２日局長決）  

（最近改正令和６年８月26日）  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市水道事業給水条例（昭和33

年大阪 

市条例第19号。以下「給水条例」という。）第13条第６項の規定に基づき、指定給

水装置工事事業者について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、水道法（昭和32年法律第177号。以下「法」

という。）及び給水条例の例による。 

（指定給水装置工事事業者の責務） 

第３条 指定給水装置工事事業者は、法、水道法施行規則（昭和32年厚生労働省令第

45号。以下「省令」という。）、給水条例、大阪市水道事業給水条例施行規程（昭和

33年大阪市水道事業管理規程第４号）その他の法令及びこれらに基づく局長の指示

を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。 

（指定の申請） 

第４条 給水装置工事の事業を行う者が法第16条の２第１項の指定給水装置工事事

業者の指定を受けようとするときは、法第25条の２第２項及び省令第18条第１項に

より、指定給水装置工事事業者指定申請書（以下「指定申請書」という。）（様式第

１号）に必要事項を記入し、局長に提出しなければならない。 

２ 指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 

⑴ 指定申請書を提出した者（以下「申請者」という。）が給水装置工事を行うた

めに保有する機械器具の名称、性能及び数を示す書類（様式第２号） 

⑵ 申請者が法第25条の３第１項第３号イからへまでのいずれにも該当しない者

であることを誓約する書類（様式第３号） 

⑶ 申請者が法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票

の写し 

３ 指定申請書の提出は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日から翌年１月３日）以外の日（以

下「開庁日」という。）の午前９時から午後５時30分までの間に随時受け付ける。 

（指定の基準） 

第５条 局長は、申請者が法第25条の３第１項各号のいずれにも適合していると認め

るときは、指定給水装置工事事業者に指定するものとする。 

２ 局長は、前項の指定を行うときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に掲げる日をもって行うものとする。 

⑴ 指定申請書の提出を受け付けた日（以下「指定申請書の受付日」という。）がそ

の属する月の１日から20日までの間の日である場合 当該月の末日 

⑵ 指定申請書の受付日がその属する月の21日から末日までの間の日である場合 

当該月の翌月の末日 



３ 局長は、第１項の指定を行ったときは、遅滞なくその旨を一般に周知させる措置

をとるものとする。 

（更新の申請） 

第６条 指定給水装置工事事業者は、法第25条の３の２第１項の指定の更新（以下「更

新」という。）を受けようとするときは、指定の有効期間の満了の日（以下「有効

期限」という。）の１年前の日の属する月の翌月１日から有効期限までに、指定申

請書、第４条第２項各号に掲げる書類及び指定給水装置工事事業者指定更新時確認

書（様式第８号）を局長に提出しなければならない。 

２ 局長は、前項の更新を行うときは、指定申請書の受付日の属する月の翌月の10日

をもって行うものとする。ただし、同日が開庁日でないときは、その翌開庁日をも

って行うものとする。 

３ 第４条第３項並びに前条第１項及び第３項の規定は、更新の場合について準用す

る。 

（証書の交付） 

第７条 局長は、給水条例第13条第４項の請求を受けたときは、当該請求を行った指

定給水装置工事事業者に対し、指定を受けている旨の証書（以下「証書」という。）

を交付する。 

２ 前項の請求は、指定給水装置工事事業者証交付請求書（様式第４号）を局長に提

出することによって行うものとする。 

３ 指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第13条第１項の指定

の取り消しを受けたときは、証書を局長に返納するものとする。 

４ 指定給水装置工事事業者は、証書を汚損又は紛失したときは、第２項において定

める手続により、証書の再交付を請求することができる。 

（手数料の徴収） 

第８条 局長は、次の各号に掲げる事務については、給水条例第13条第５項に基づい

て、手数料を徴収するものとする。 

 ⑴  第５条第１項の指定 

 ⑵  第６条第１項の更新 

 ⑶ 第７条第１項又は第４項の交付 

（給水装置工事主任技術者の選任又は解任） 

第９条 指定給水装置工事事業者は、法第25条の４、省令第21条及び第22条により、

給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく給水装置工事主任技術者選

任・解任届出書（以下「選任・解任届出書」という。）（様式第７号）を局長に提出

しなければならない。これを解任したときも、同様とする。 

２ 前項前段の場合においては、給水装置工事主任技術者免状の写し又は給水装置工

事主任技術者証の写しを選任・解任届出書に添付しなければならない。 

（水漏れ修繕・給水装置工事対応可能事業者のホームページへの掲載） 

第10条 局長は、別途定める「水漏れ修繕・給水装置工事対応可能事業者のホームペ

ージへの掲載に係る要綱」により指定給水装置工事事業者の情報を掲載するものと

する。 

（変更の届出） 

第11条 指定給水装置工事事業者は、法第25条の７及び省令第34条により、次の各号



に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、その旨を局長に届け出なければな

らない。 

⑴  事業所の名称、所在地又は電話番号等の連絡先 

⑵  氏名又は名称及び住所 

⑶  法人にあっては代表者の氏名又は役員の氏名 

⑷  給水装置工事主任技術者の氏名又は免状の交付番号 

２ 前項各号の変更の届け出は、当該変更のあった日から30日以内に指定給水装置工

事事業者変更届出書（以下「変更届出書」という。）（様式第５号）を局長に提出す

ることによって行うものとする。 

３ 前項の場合において、第１項第１号又は第２号に掲げるいずれかの事項に変更が

あったときは、法人にあっては定款及び登記事項証明書を、個人にあっては住民票

の写しを変更届出書に添付しなければならない。ただし、個人にあっては住民票の

所在地と、事業所の所在地が異なり、その事業所のみに変更の事実があるときは、

この限りでない。 

４ 第２項の場合において、第１項第３号に掲げる事項に変更があったときは、法第

25条の３第１項第３号イからへまでのいずれにも該当しない者であることを誓約

する書類（様式第３号）及び登記事項証明書を変更届出書に添付しなければならな

い。 

５ 第２項の場合において、第１項第４号に掲げる事項に変更があったときは、給水

装置工事主任技術者免状の写し又は給水装置工事主任技術者証の写しを変更届出

書に添付しなければならない。 

（廃止等の届出） 

第12条 指定給水装置工事事業者は、法第25条の７及び省令第35条により、事業を廃

止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開し

たときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再

開届出書（様式第６号）を局長に提出しなければならない。 

（指定の取消） 

第13条 局長は、法第25条の11第１項の規定により指定を取り消すことがある。 

２ 指定の取り消しについて必要な事項は、局長が別に定めるものとする。 

（情報の共有） 

第14条 給水課長は、局長が次の各号に掲げる行為をしたときは、速やかに水道セン

ター所長及び維持担当課長並びに給水装置工事担当課長（以下「水道センター所長

等」という。）に通知するものとする。 

 ⑴  第５条第１項の指定 

 ⑵  第６条第１項の更新 

 ⑶  第11条第1項の変更の届け出の受理 

 ⑷  第12条の廃止等の届け出の受理 

 ⑸  第13条第1項の指定の取消 

２ 水道センター所長等は、自らの所管事務について、指定給水装置工事事業者が行

った違反行為の事実を確認したときは、速やかに給水課長に報告を行うものとする。 

３ 前項の報告について必要な事項は、局長が別に定めるものとする。 

 



   附 則 

 この要綱は、平成22年３月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成24年３月６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成24年８月２日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成25年８月７日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成29年２月15日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年９月14日から施行する。ただし、第６条、第８条第１項第２

号及び第14条第１項第２号の改正規定は令和元年10月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年３月25日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年８月 26 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

様式第 1 号 

 

【表    面】 

 

指定給水装置工事事業者指定申請書 

 

大 阪 市 水 道 局 長 

  年  月  日 

               フ リ ガ ナ 

申 請 者   氏名又は名称 

 

住    所 

               フ リ ガ ナ
 代表者氏名                              

 

 

水道法第１６条の２第１項の規定による指定給水装置工事事業者の指定を受け

たいので、同法第２５条の２第１項の規定に基づき次のとおり申請します。 

 

役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者）の氏名 

フ リ ガ ナ 

氏      名 

フ リ ガ ナ 

氏      名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の範囲 

 

 

 

 

機械器具の名称、性能及び数 別表のとおり 

 

 



 

 

 

【裏    面】 

 

 

当該給水区域で給水装置工事 

の事業を行う事業所の名称 

 

 

 

 

上 記 事 業 所 の 所 在 地 

 

 

（電話・ＦＡＸ・郵便番号も記入） 

上記事業所で選任されることとなる 

給水装置工事主任技術者の氏名 
給水装置工事主任技術者免状の交付番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該給水区域で給水装置工事 

の事業を行う事業所の名称 

 

 

 

 

上 記 事 業 所 の 所 在 地 

 

 

（電話・ＦＡＸ・郵便番号も記入） 

上記事業所で選任されることとなる 

給水装置工事主任技術者の氏名 
給水装置工事主任技術者免状の交付番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

様式第２号 

 

機 械 器 具 調 書 
  年  月  日  現在 

 

種 別 名 称 型 式 、 性 能 数 量 備 考 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）種別の欄には「管の切断用の機械器具」、「管の加工用の機械器具」、「接合

用の機械器具」、「水圧テストポンプ」の別を記入すること。  

 



 

 

 

様式第３号 

 

誓 約 書 

 

 

指定給水装置工事事業者申請者及びその代表者又は 

役 員 は 、 水 道 法 第 ２ ５ 条 の ３ 第 １ 項 第 ３ 号 

イ か ら へ ま で の い ず れ に も 該 当 し な い 者 で 

あ る こ と を 誓 約 し ま す 。 

 

 

  年  月  日 

 

申 請 者 

 

氏名又は名称 

 

住 所 

 

代表者氏名              

 

 

 

大 阪 市 水 道 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

様式第４号 

 

指定給水装置工事事業者証交付請求書 

 

 

指 定 番 号 

 

 

第      号 

 

指 定 年 月 日 

 

 

   年   月   日  

 

事業所の住所 

 

 

 

 

事業所の名称 

 

 

 

 

代 表 者 氏 名 

 

 

 

 

 上記のとおり、指定給水装置工事事業者証の交付を受けたいので請求します。 

 

 

     年  月  日    

 

 大 阪 市 水 道 局 長 

 

 

        請 求 者 

 

 

         氏名又は名称 

 

         住    所 

 

         代表者氏名  

 

 

 

 

 



 

 

 

様式第５号 

 

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 
 

大 阪 市 水 道 局 長 

 

  年  月  日 

 

 

届 出 者              

  

水道法第２５条の７の規定に基づき、次のとおり変更の届出をします。 

 

フ リ ガ ナ 

氏 名 又 は 名 称 

 

住 所 
 

フ リ ガ ナ 

代 表 者 の 氏 名 

 

変更に係る事項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 



 

 

 

様式第６号 

 

        廃 止 

指定給水装置工事事業者 休 止 届出書 

        再 開 
 

大 阪 市 水 道 局 長 

 

  年  月  日 

 

届 出 者  

                                                                       

                            廃止 

水道法第２５条の７の規定に基づき、給水装置工事の事業の 休止の届出をします。 

                            再開 

 

フ リ ガ ナ  

 

氏 名 又 は 名 称 

 

住 所 

 

フ リ ガ ナ  

 

代 表 者 の 氏 名 

 

（廃止・休止・再開） 

 

の年月日 

 

（廃止・休止・再開） 

 

の理由 

 

 

 



 

 

 

様式第７号 

 

 

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 
 

 

大 阪 市 水 道 局 長  

 

  年  月  日 

 

届 出 者               

                                                                                          

 

 

水道法第２５条の４の規定に基づき、次のとおり給水装置工事主任技術者の
選任

解任の

届出をします。 

 

 

給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称   

上記事業所で選任・解任する給水装置工事主任技術者の氏名  給水装置工事主任技術者免状の交付番号 選任・解任の年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

様式第８号 

【表    面】 

 

指定給水装置工事事業者指定更新時確認書 

                             年  月  日 

   氏名又は名称
フ リ ガ ナ

 

住    所 

               代 表 者 氏 名
フ リ ガ ナ

                             

               日中繋がる電話番号 

 

１．大阪市水道局が実施している指定給水装置工事事業者講習会の受講実績（過去５年以

内） 

受 講 年 月 

□受 講（     年   月受講） ・ （     年   月受講） 

□不受講（理由：                          ） 

・過去５年以内で受講実績のある方は、受講年月を記入のうえ、受講欄にチェックをしてください。 

・不受講の場合は理由を記入してください。 

２．指定給水装置工事事業者の業務内容 

事業所の名称  

事業所の所在地  

電 話 番 号  指 定 番 号  

営 業 日  営 業 時 間  

業務内容（該当するものに○を記入してください。）  

新築・改造 修  繕 

給水装置工事 

水漏れや故障の修繕・取替（屋内） 

屋外給水管の修繕  

（掘削等を伴うもの） 

給水設備（受
水 槽 ・ ポ ン
プ・及びその
他 の 付 属 設
備）の修繕 

トイレ 

（ボールタップ等） 

蛇口 

（混合水栓等） 
屋内配管 

      

・大阪市水道局ホームページの【水漏れ修繕対応可能な指定給水装置工事事業者一覧】への新規 

掲載、変更又は辞退を申込むときは「水漏れ修繕・給水装置工事対応可能事業者のホームページ 

への掲載に係る要綱」による各種様式を提出してください。 

・各種様式のダウンロードについては大阪市水道局ホームページをご参照ください。 

https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000063275.html 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000063275.html


 

 

 

【裏    面】 

３．給水装置工事主任技術者等の研修受講実績（過去５年以内で直近のもの） 

受講者名 研修会名・実施団体 受講年月日 

   

   

   

・外部研修については、受講を証明する書類（受講証等）の写しを添付してください。 

・自社内研修については、研修内容を記載してください。 

・行数が足りない場合は、必要に応じて指定給水装置工事事業者指定更新時確認書（続き用紙） 

【別紙】に記入してください。 

 

※水道法施行規則 

第 36 条 法第 25 条の８に規定する国土交通省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準

は、次の各号に掲げるものとする。（以下抜粋） 

 (4) 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技

術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。 

 

４．過去 1 年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる

技能を有する者の状況 

技能（経験）を有す

る者の氏名 

配水管への分水栓の取
付・せん孔、給水管の
接続、いずれの経験も
有しているか  
（○・×を記入） 

資格等を有しているか（○・×を記入） 

工事年度 
 保有している資格等  

     

     

     

・以下に示す保有資格等（下線部）を記載してください。 

① 水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工 

（配管技能者、その他類似の名称のものを含む） 

 ② 職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第 44 条に規定する配管技能士 

 ③ 職業能力開発促進法第 24 条に規定する都道府県の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程修了者 

 ④ 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る講習の課程修了者 

  （配管技能者講習会修了者、配管技能検定会合格者、配管技能者認定） 

資格を証明する書類（資格証等）の写しを添付してください。 

・過去 1 年以内の工事実績がない場合は、直近の状況を記載してください。  

・配水管からの工事を施工しない場合は、下記のチェック欄にチェックをしてください。  

・行数が足りない場合は、必要に応じて指定給水装置工事事業者指定更新時確認書（続き用紙）  

【別紙】に記入してください。  

 

 □「配水管からの分岐～水道メーター」の工事を施工しないため不要  

※水道法施行規則 

第 36 条 法第 25 条の８に規定する国土交通省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次の各

号に掲げるものとする。（以下抜粋） 

 (2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工

事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせること

がないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する

他の者を実施に監督させること。 

 



 

 

 

 

別紙 

【表    面】 

 

指定給水装置工事事業者指定更新時確認書（続き用紙） 

 

   年  月  日 

 

                

   氏名又は名称 

 

 

 

３．給水装置工事主任技術者等の研修受講実績（過去５年以内で直近のもの） 

受講者名 研修会名・実施団体 受講年月日 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

【裏  面】 

 

 

 

 

４．過去 1 年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる

技能を有する者の状況 

技能（経験）を有す

る者の氏名 

配水管への分水栓の取
付・せん孔、給水管の
接続、いずれの経験も
有しているか  
（○・×を記入） 

資格等を有しているか（○・×を記入） 

工事年度 
 保有している資格等  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


